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案　　件　○四日市都市計画都市計画区域の整備、
　　　　　　開発及び保全の方針の変更
　　　　　　（三重県決定）
　　　　　○四日市都市計画区域区分の変更
　　　　　　（三重県決定）
縦覧期間　1月15日(火)から1月29日(火) 
　　　　　8時30分～17時15分
　　　　　（土・日曜日を除く）
縦覧場所　朝日町企画情報課、三重県県土整備部
　　　　　都市政策課（県庁４階）
意見書の提出先　三重県知事
（〒510－8570　三重県県土整備部都市政策課）へ
問い合わせ先　三重県県土整備部都市政策課
　　　　　　　（TEL 059－224－2718）

町 営 住 宅 入 居 者 募 集

「あさひ・子ども110番の家」
設置協力のお願い
「あさひ・子ども110番の家」
設置協力のお願い

忘れずにお持ちください。
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時間　9時30分～12時
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■四日市税務署の申告会場
　四日市税務署では、次のとおり申告会場が開設されます。
　○開設場所　じばさん三重　6階　（四日市市安島一丁目3番18号）
　○開設期間　2月18日㈪～3月15日㈮　土日を除く
　○開設時間　9時（開場）～17時（閉場）
※期間中、税務署には確定申告会場が開設されませんのでご注意ください。
※会場へはなるべく公共交通機関をご利用ください。

■申告会場に行かなくても確定申告を提出することができます
　国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で作成したデータは、e-TAXを利用して申告書を提出することがで
きます。是非ご利用ください。
　国税庁ホームページ：http://www.e-tax.nta.go.jp　＊e-TAXの利用に際しては、事前準備が必要です。
問い合わせ先　税務課　TEL 377－5655

　個人向けの電子証明書は、地方公共団体による 「公的個人認証サービス」 にて発行されており、住民票のある市区町
村の窓口で住民基本台帳カード（住基カード）を入手し、申請書等を提出して発行を受けてください（発行手数料として、住
基カードは500円、電子証明書は500円が必要です。）。
　住民基本台帳カード（住基カード）は、申請していただいたその日に発行されません。お手元に届くまでに数日かかります。
さらには、確定申告期が近づき、多数の方から住基カードの取得の希望があった場合には、発行までに数週間かかる場合があ
り、確定申告期限までに発行できないことも考えられます。
　なお、電子証明書の有効期限は３年間ですので、更新時期にご注意ください。
　詳しくは、町民環境課（TEL 377－5653）までお問い合わせください。

■無料税務相談所（○印は開設日を表します。それ以外の日は開設しておりません。）

ご自宅のパソコンから申告
などの手続ができます。

四日市税務署からのお知らせ

をご利用ください。
さらに便利で使いやすく！
ネットでどこでも申告・納税。

e-Tax
国税電子申告・納税システム

e-Taxを利用するためには、原則「電子証明書」が必要になります。

住民基本台帳カード及び電子証明書の取得はお早めに！

四日市都市計画の
案が縦覧できます
四日市都市計画の
案が縦覧できます

町営住宅の入居者を次のとおり募集します。

募集団地　町営住宅埋縄団地Ａ棟　103号室（１階）
所 在 地　朝日町大字柿2905番地2
募集戸数　１戸（間取３ＤＫ）
募集期間　1月18日（金）から1月25日（金）まで
　　　　　（土、日曜日、祝祭日を除く）
受付時間　9時から16時30分まで
受付場所　産業建設課
入居資格　・朝日町内に住所又は勤務場所を有する
　　　　　　こと。
　　　　　・同居しようとする親族（婚約者を含む）

　　　　　　があること。
　　　　　・現に住宅に困っていること。
　　　　　・公営住宅法に定める収入基準を満たし
　　　　　　ていること。
選考方法　朝日町町営住宅管理条例に基づき選考し、
　　　　　適格申込者多数の場合は公開抽選としま
　　　　　す。
入居時期　3月1日（金）から入居可能
そ の 他　申込用紙は1月11日（金）から産業建設
　　　　　課でお渡しします。
問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658 ※１　生命保険料控除が改組され、平成24年１月１日以後に締結した保険契約等（新契約）に係る控除と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等（旧契約）に係る控

　　除では控除額が異なります。
※２　補填金額とは、①生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など②社会保険や共済に
　　関する法律やその他の法令の規則に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金③医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金④任意の互
　　助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金などのことを指します。

申告に必要なもの
①印鑑（シャチハタ不可）
②源泉徴収票（原本）や収支内訳書など平成24年中の
　所得がわかるもの（源泉徴収票は勤務先や年金の支
　払先から発行されます）
③申告者本人の口座がわかるもの
　（還付の申告をされる方）
④銀行印（新たに振替納税をされる方）
⑤住民基本台帳カード（e-Taxをご利用される方）

所得控除を受けるために必要なもの
①国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
　国民年金保険料などの支払額がわかるもの（ただし、
　国民年金保険料などについては、その支払いをした旨
　を証する書類）
②生命保険料※1や地震保険料などの控除証明書
③医療費などの領収書（支払額が10万円以上または総
　所得金額等の5％を超える場合、医療費控除を受ける
　ことができます）、補填金額※2のわかるもの
④配偶者や扶養親族の所得がわかる書類
⑤身体障害者手帳など障害者控除を受けるための書類
⑥配当所得を申告する場合は、支払通知書
⑦その他、上記以外のものを申告する場合は必要資料を
　お持ちください。
※平成24年中に家屋を新築、購入又は増改築等をして住宅借入金等特別控
　除（住宅ローン控除）の申告される方については、ほかに必要書類があ
　ります。ご不明な場合には、お問い合わせください。

　朝日町では、地域の安全を守るために、町民の一
人一人が「自分の安全は自分で守る」、「地域の安
全は地域で守る」という認識を持つとともに、町民、
関係機関、団体が連携して犯罪や事故、災害等の発
生を未然に防止する活動を行っています。
　具体的には､児童や生徒が知らない人に声をかけ
られたり、不審者に後をつけられるなど身の危険を
感じた時に、駆け込むことができる在宅中の民家・
商店・工場にご協力いただいて『あさひ・子ども
110番の家』を設置し、町全体で、児童や生徒の安
全を確保し、安全で快適な地域づくりを推進してい
ます。
　以上の趣旨を十分ご理解いただき、『あさひ・子
ども110番の家』設置にご協力をお願いいたします。
ご協力いただける方は、教育課（TEL377－5657）
までご連絡ください｡

朝　　日　　町
朝日町教育委員会

朝日町青少年育成町民会議


